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　明治２２年に七つの浜が統合し、「七ヶ浜」が誕生してから１２２年もの
歳月が経ちました。時代が移り変わってもこの地に住む人々は、「海」と共
に生き、潤いある暮らしを築きあげてきました。そして、これまで幾多の
困難も乗り越えてきました。
　まちづくりのコンセプトを象徴する言葉、「うみ・ひと・まち」。「自然と
の調和により、人間らしく生き、快適で住みやすいまちづくり」という目
標は、未曾有とも言われるこの大震災があっても決して変わることはあり
ません。むしろ、私たちはその理想に向かう決心を強固にし、町民がひと
つになって邁進しなければなりません。
　七ヶ浜町震災復興計画 [ 基本計画 ] は、安全安心を確保しながら遠い将
来もこのまちに住み続けられるよう、自然との共生を基本に据えています。
安全を優先し、さらに恵み豊かな自然を受け入れ、光、風、音、匂いを感
じながら、七ヶ浜らしく豊かに生きることを目指すものです。
　それを実現するための復興重点施策である、「自然と共存するねばり強い
ハザード」「町の文化を継承する美しい景観や街並み」「未来につながる子
どもたちの豊かな環境」「地域コミュニティの再生と展開」「本町の特性を
生かした産業の活性化」は、あの七ヶ浜を再び取り戻し、さらに魅力的な
ふるさとに創造しようとするものです。
　最後に、計画策定にあたり、震災復興検討委員会やアンケートなどを通じ、
貴重なご意見、ご提案をいただきました町民の皆様に対し、心からお礼を
申し上げます。

　震災復興計画は、平成 22 年度に策定した長期総合計画 (2011-2020) に盛り込まれたまちづくりの基本理
念を踏まえ、平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災からの復興という新たな施策への対応に取り組
むために策定するものです。
　本計画策定にあたっては、長期総合計画 (2011-2020) との連動や整合を図るため、平成 23 年度から平成
32年度までの 10箇年間を計画期間と定めました。
　本計画は、震災復興施策の緊急性や対応の方向などを踏まえ、復旧期 [3 年 ]、再生期 [5 年 ]、発展期 [10 年 ]
に区分し、同時並行的に策定にあたっての議論や方針の決定を行いました。
　なお、震災復興計画 [ 後期基本計画 ] は、長期総合計画の後期基本計画と一体化し、前期基本計画の成果
を踏まえたまちづくり指針を盛り込みます。

　　震災復興計画は、平成23年4月25日に策定した震災復興基本方針に基づき、震災復興計画[基本計画](本
計画 ) と震災復興計画 [ 事業計画 ] を策定します。

□震災復興計画策定の趣旨及び計画の期間

　震災復興計画[基本計画]は、復興方針、復興重点施策、復興まちづくりプラン(防災・減災まちづくりプラン)
により構成します。今回策定する計画は、平成 23 年度から平成 27 年度までの 5 箇年間を計画期間とする
前期基本計画であります。なお、発展期の 10 年間に連動した長期的なビジョンに立ったまちづくりの指針
については、前期基本計画の一部に盛り込み、後期基本計画策定時点において検証を行います。

□震災復興計画 [前期基本計画 ] の構成
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　平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災による震災
被害に迅速に対応するため震災復興に関する基本方針を策定
しました。総合計画の基本理念と同じく、「自然との調和に
より人間らしく生き快適で住みやすいまちづくり」を目標に
掲げ、震災復興に取り組みます。

　震災復興基本方針を踏まえ、国で定めた「東日本大震災か
らの復興の基本方針」に盛り込まれた「東日本大震災からの
復興を担う行政主体は、市町村が基本となるものとする」と
いう考えに基づき、国・県・町・民間などの区分を問わず、
震災復興に向けたまちづくりの指針について定めるものです
( 本計画 )。

　震災復興計画基本計画に基づき、目的や目標を達成するた
めの手段である具体的な施策や事業を盛り込みます。なお、
総合計画の実施計画とは、連動して策定します。

基本理念である「自然との調和により 
人間らしく生き 快適で住みやすいまち
づくり」を目指す

長期総合計画と連動し、迅速な復旧・
復興により、「うみ・ひと・まち 七ヶ浜」
の再構築と再生に取り組む

□震災復興計画の構成

コミュニティに配慮した地域復興

津波に強いまちづくり

都市基盤の迅速な復興

自然と共存するねばり強いハザード
町の文化を継承する美しい景観や街並み
未来につながる子どもたちの豊かな環境

地域コミュニティの再生と展開

復興まちづくりプラン
防災・減災まちづくりプラン

本町の特性を生かした産業の活性化

安全と安心に配慮
した「自然との調
和により 人間らし
く生き 快適で住み
やすいまちづくり」
の推進

※長期総合計画の後期基本計画と一体化

○復旧期　[3 年 ]
　生活再建や当面の住宅や被災した都市基盤の復旧などを目指す期間として設定

○再生期　[5 年 ]
　復旧期と連動し、復旧期に取り組んだ残りの本格復旧を進めるとともに、復旧したインフラや生活・都
市基盤を基に震災に見舞われる以前の活力を回復する期間として設定

○発展期　[10 年 ]
　総合計画の後期基本計画と一体化し、長期的なビジョンに立ったまちづくりを展開し、住民と行政との
協働により、本町の発展に向けた地域の活力を高め、基本理念である「自然との調和により 人間らしく生
き 快適で住みやすいまちづくり」に取り組む期間として設定


